
芦屋市の財政指標について（健全化判断比率等） 

１ 財政分析指標 

(1)「経常収支比率」は、財政構造の弾力化を判断する指標です。一般的に 100％を

超えると経常的な経費が経常的な一般財源収入で賄えていないことを指し、財

政が硬直しているとされています。令和３年度では、92.0%となり、改善してい

ますが、市税の一時的な増加によるところも大きいため、引き続き慎重に財政

運営していきます。 

 (2)「財政力指数」は、地方団体の財政力を判断する数値として用いられます。普通

交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値の 3年間

の平均値です。一般的に１を超えるほど財政力が高いとされますが、標準的な需

要と収入で算定されるため、実際の財政運営の状況を反映しているとは限らない

ことに注意が必要であり、引き続き慎重な財政運営を行っていきます。 

①「経常収支比率」は、財政構造の弾力化を判断する指標です。 

②「財政力指数」は、地方団体の財政力を判断する数値として用いられます。 

２ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律による健全化判断比率等の状況 

地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として、地方公共団体の財政の健全

性に関する比率（以下「健全化判断比率」という。）の公表が平成 19 年度から制度化さ

れ、健全化判断比率が一定以上の場合、早期健全化団体となり、財政健全化計画を策定

し、当該計画について議会の議決を受けることになります。 

令和３年度決算見込値による算定結果と各比率の説明をいたします。なお、基準を超

える比率はありませんでした。 

   令和元年度 令和２年度 令和３年度 

①経常収支比率（単年度） 96.3% 96.9% 92.0%

②財政力指数 （３か年平均） 1.009 1.023 1.024



【算定結果】 

実質公債費比率：単年度の数値が前年度に比べ増加したものの、今回、算定平均値の対象外

となる平成３０年度と比べると減少しているため、数値は下降（改善）しま

した。 

実 質 赤 字：普通会計（一般会計及び公共用地取得費特別会計）の歳入額が歳出額を超 

過しており（黒字）、実質赤字はありません。 

連結実質赤字：一般会計及その他の特別会計の歳入額が歳出額を超過しており（黒字）、ま

た、公営企業会計（水道事業、病院事業、下水道事業）において資金不足

が発生しておらず、連結実質赤字はありません。 

将来負担比率：償還額が借入額を上回り市債残高が減少したこと及び財政基金等の残高が

増加したことから数値は下降（改善）しました。 

資金不足比率：公営企業会計（水道事業、病院事業、下水道事業）において資金不足はあ

りません。 

(単位：％) 

注１：実質赤字比率、連結実質赤字比率の早期健全化基準は、市町村の毎年度の財政規

模に応じて変動します。 

 注２：実質赤字比率、連結実質赤字比率については、歳入額が歳出額を超過（黒字）と

なっているため、「－（赤字なし）」と表示しています。また、資金不足比率につ

いては、資金剰余が発生しているため、「－（資金不足なし）」と表示しています。

本市の決算 
市区町村の財政の悪化を

判断する基準（令和３年度）

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 

①実質赤字比率 － － － 12.19 20 

②連結実質赤字比率 － － － 17.19 30

③実質公債費比率 11.0 7.4 6.3 25  35 

④将来負担比率 85.5 97.7 83.4 350

⑤資金不足比率 － － －   20  



【用語解説】 

① 実質赤字比率      ―     （早期健全化基準１２．１９％） 

＜別表１＞ 

●地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す

のが「実質赤字比率」です。 

●標準財政規模とは、自治体の標準的な収入のうち、市税や地方交付税などのよ

うに使いみちの自由な財源の規模で、自治体間の財政指標の相対的な比較ができ

るよう、各財政指標の計算の分母に共通して用いられます。 

② 連結実質赤字比率    ―     （早期健全化基準１７．１９％）

＜別表２＞ 

●すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を

指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すのが「連結実質赤字比

率」です。 

③ 実質公債費比率 ６．３％  （早期健全化基準２５％）

＜別表３＞ 

●借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を

示すのが「実質公債費比率」です。 

 ●３か年平均の数値を用います。 

●大きいほど財政運営が硬直的であることを意味します。 

●準元利償還金とは、一般会計以外の特別会計で借り入れた地方債に対して一般

会計が負担するために繰出金として支出した経費など、実質的な公債費（元利償

還金）と変わらないものを言います。  



④ 将来負担比率 ８３．４％  （早期健全化基準３５０％）

＜別表４＞ 

●地方公共団体の一般会計の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある

負担等の決算年度末における残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性

が高いかどうかを示すのが「将来負担比率」です。 

●公債費負担比率や経常収支比率は地方債の負担の重さをフロー（元利償還金）

で測定するのに対し、本来の地方債の重さはストック（残高）で量られるべき等

の考え方から導入されました。 

●将来負担額とは、一般会計等の地方債残高のほか、公債費以外にあらかじめ後

年度の債務が約束されたもの（これを債務負担行為に基づく支出予定額といいま

す）、特別会計や一部事務組合の地方債に対する一般会計負担見込額、職員の退職

手当の負担見込額、第３セクター等の負債額等に対する一般会計負担見込額など

の合計を言います。 

⑤ 資金不足比率     －    （早期健全化基準２０％）

＜別表５＞ 

●公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して

指標化し、経営状況の深刻度を示すのが「資金不足比率」です。 

●本市では、病院、上水道、下水道、都市再開発事業ともに資金不足比率はあり

ません。 












